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送
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
特
命
全
権
大
使
任
用
の
基
準
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

一
般
に
、
犯
罪
と
は
、
法
令
又
は
条
例
に
よ
り
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
る
行
為
を
意
味
す
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

二
、
四
及
び
六
に
つ
い
て

具
体
的
事
情
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
外
務
省
と
し
て
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一
般
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
状
態
で
自
動
車
を
運
転
し
た
と
認
め
ら

れ
れ
ば
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
道
交
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
七
条
の
二
第
一
号
の
罪

で
処
罰
さ
れ
、
ま
た
、
血
液
一
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
又
は
呼
気
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
一
五

ミ
リ
グ
ラ
ム
以
上
の
ア
ル
コ
ー
ル
を
身
体
に
保
有
す
る
状
態
で
自
動
車
を
運
転
し
た
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
道
交
法
第
百
十
七

条
の
四
第
二
号
の
罪
で
処
罰
さ
れ
る
。

一
般
に
、
自
動
車
を
運
転
中
に
業
務
上
必
要
な
注
意
を
怠
り
、
よ
っ
て
人
を
死
亡
さ
せ
た
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
刑
法
（
明

治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百
十
一
条
第
一
項
前
段
の
罪
で
処
罰
さ
れ
る
。

一



一
般
に
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
四
輪
以
上
の
自
動
車
を
走
行
さ
せ
、
よ
っ
て
人
を

死
に
至
ら
し
め
た
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
刑
法
第
二
百
八
条
の
二
第
一
項
前
段
の
罪
で
処
罰
さ
れ
る
。

五
に
つ
い
て

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
の

「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
」
に
つ
い
て
は
、
刑
法
等
の
規
定
に
よ
り
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。

二


